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※（　）内の数字は第4次総合計画後期基本計画の施策体系番号です。

全ての住民に開かれた

活動の場をつくる

子どもの健全育成

女性への支援
（Ⅲ－3）

住民の社会進出を支援する

まちづくりを支える人材・組織を育成する

（Ⅶ－5）

子どもの個性や長所・学力を伸ばす

（Ⅲ-１）

学校における人権・同和
教育の充実

企業・団体等における人
権・同和教育の推進

歴史にふれる場の整備

児童生徒への学習支援

地域における人権・同和
教育と啓発の推進

家庭での人権・同和教育
の推進

女性の参画機会の拡充

生涯学習の推進

（Ⅵ－1）

人権意識を育む

人権意識を高揚する

（Ⅵ－2）

人や郷土・コミュニティを大切にす
る心を涵養する

（Ⅲ－2）
文化・芸術活動の機会の確保

人権を尊重し、
学び、輝くまちづく

り

（Ⅱ－2）

ゆとりや安らぎを感じる街並みをつくる

全ての住民に開かれた

活動の場をつくる

（Ⅴ-2）

（Ⅲ－2）
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